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■背景 

開発事業に伴う住民移転については多くの議論と対策が行われてきた。日本国内の事例では、

特にダム開発の経験について、多くの議論がなされてきた(中山 2 000・武貞 2006)。またアメリ

カにおいては、社会環境影響評価・予測の政策とガイドラインを 60年代から確立し、環境影響評

価(EIA)や社会影響評価(SIA)といった具体的な手法が提案されてきた(岩崎 2006・Burge1995・

Roche 1999)。 

一方開発援助プロジェクトなどの国際的な協力によって、経験の移転や制度の構築が進んでい

る。開発援助の潮流が未だインフラ中心であった 80年代後半に、ナルマダダムやコトパンジャン

ダムなどの、大規模ダム開発の環境社会影響について、NGOなどの批判が相次いだ(鷲見 2003)。

こうした批判を受けて、ダム開発の必要性と影響を検討するために世界ダム委員会が設置された。

また被害住民の訴訟を受け付ける開発援助機関のインスペクションパネルの設置や(松本 2003)、

あらゆる開発事業の環境社会影響を配慮するためのガイドラインの制定に、多国間援助機関のみ

ならず、JICA・JBICなどの二国間援助機関も乗り出した。また世界銀行やアジア開発銀行は、住

民移転に関する政策検討や実施評価を行っており(ADB 2006)、各援助国の制度構築・キャパシテ

ィー向上に貢献してきた。 

また、移転住民に対する軽減措置は、金銭的な損失補償から、所得向上プログラムなどの就業

支援といった生活再建を含んだ政策へと転換してきている。影響予測の手法の発展や、実際のプ

ロジェクトの課題が指摘される中で、従来では移転補償に基づいた軽減措置が取られていたが、

特に経済基盤を失う可能性を懸念して、所得向上プログラムや住宅供給などの生活再建を支援す

るプログラムが導入されてきた(中山 2000)。また、こうした移転事業の負の影響の軽減にとどま

らず、移転事業をきっかけとした地域発展事業の可能性も議論されてきている(武貞 2006・

MacDonald 2008)。 

以上のように、住民移転に関する評価や政策、対応措置は、特に環境社会影響への批判が相次

いだ 90年以降に急速に発展してきた。 

しかし、特に途上国においては、政策的な議論がなされてきたものの、行政の能力・経験不足

による不十分な措置の実施によって、未だに影響や批判が相次いでいる(加藤 2004)。国際援助プ

ロジェクトの場合においても、住民移転事業の実施は全て現地途上国政府に委ねられており、開

発援助機関のガイドラインが確立されてきた現在必要なのは、途上国政府の実施能力の向上であ

る。だが、特に途上国政府の未熟な制度が今後どのような発展の可能性を持っており、今後の住

民移転事業に一層改善をもたらすかについて議論されていない。 
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また、住民移転事業は短期的な変化が大きいため、事業実施前後の影響の議論に終始している。

長期的にコミュニティーが内発的に発展する社会的基盤が、移転事業のプロセスにおいて十分備

えられているかについての議論は不十分である。 

 

■目的 

本研究では以上の背景より、以下の点について検討することとする。 

まず、制度の未発達な途上国政府の住民移転事業の政策・制度について、今後の住民移転事業

の改善に係る実施能力向上の観点から、今後どのような改善が、援助国または当事国政府に必要

であるか検討する。本研究では対象をフィリピン政府、対象事業実施者の基地転換開発公社

(BCDA)、援助案件を行った JBIC、および制度構築に関与している ADBとする。 

また、開発事業に伴う住民移転の軽減措置・再建プロジェクトがもたらす社会変化の影響とし

て、現地のコミュニティー組織の変化と、個人の心理的影響を分析し、コミュニティーの発展の

長期的な潜在性の基盤に与えるインパクトを検討する。コミュニティー組織の把握に関しては、

コミュニティー内の社会関係やリーダーシップ、規範やルール、意思決定などの政治的プロセス、

あるいは共同作業などの変化を分析する。また、個人の生活再建においては、特に従来の経済的・

社会的状況の把握で十分に取り上げられてこなかった心理的な影響を分析する。 

調査対象コミュニティーは中部ルソンの Pampanga の Barangay Mawaqueである。当該地域

は BCDA (基地転換開発公社)の中部ルソン高速道路(Subic-Clark-Tarlac Exprssway(SCTEX))建設

によって移転が発生した。また今後のクラーク基地の周辺開発の影響を受けると考えられている。 

 

■手法 

○手法①：実施機関の能力評価 

制度構築の課題について、先行研究や先行事例から抽出し、実施に携わる機関の能力評価を、

政策の理解度、人的資源の育成や投入、あるいは予算配分やプログラム経験の蓄積についてイン

タビューして分析する。また制度設計に携わった ADBや、プロジェクト案件を承詔した JBICに

ついても、その政策対話における役割を検討する。 

 

〇手法②：コミュニティー組織の変化 

組織社会変化の把握には、組織論の環境適応と問題解決能力の向上について(Aldrich1999)、コ

ミュニティー内の社会関係の変化、規範やルールの変化、リーダーシップの変化、意思決定など

の政治的プロセス、あるいは共同作業などの変化などから分析する。今後の発展に関わる正負の

影響について支持・改善を提示する。 

組織の環境との相互作用における自己組織化機構の研究には松井・本田の研究がある(松井

2008)。また事業による社会ネフトワークの変化がもたらす内発的発展の潜在性については高木・

青柳の研究があり(高木 2008)、社会ネットワークの分析や、社会関係資本の調査手法も用いる(金

光 2003・Burt 2003・World Bank 2004)。こうした先行事例研究を援用し、現地調査ではインタ

ビューを通して、事業プロセスにおける組織変化を抽出する。 

 

〇手法③：住民の心理的影響の分祈 

詳細は別紙にて。 

 

 



■フィリピンの現状 

○フィリピン政府の住民移転政策について 

2000年に制定された RA8974が、政府のインフラ事業の用地買収(Right-of-Way)に伴う土地所

有者の私有財産の補償について、住民移転の事由も含めて行動計画を明示している。都市開発に

関しては 1992 年に制定された RA7279 が危険地域の整備に伴う住宅供給などについて制定して

いる。また農村地域の損失補償については RA6389によって定められている。しかし、実施にお

ける法令の遵守に問題があり、適切な移転が進められないケースが指摘されている(加藤 2004)。 

 

○中部ルソン高速道路建設事業 (Subic-Clark-Tarlac Expressway(SCTEx))について 

中部ルソン高速道路建設事業(Subic-Clark-Tarlac 

Expressway(SCTEx))は、Subic Bay Freeport Zoneか

ら Clark Special Economic Zoneを経て Tarlacに至る

94km・4車線の高速道路である(図 1)。事業実施者は

フィリピン共和国基地転換開発公社(BCDA :Base 

Conversion and Development Authority)で、2005年

に竣工、2008年 4月開通された。第 1工区建設につ

いて、JBICが 419億円上限の円借款を供与し、鹿島・

大林組・JFEエンジニアリング・三菱重工業の共同企

業体が受注した。ルソン島中部に位置するスービック湾自由貿易港・特別経済区及びクラーク特

別経済区は、アロヨ大統領の最重要課題 10項目の一つとして、米軍より返還された基地跡地の再

開発が進行している。また、中部ルソンの中心都市である Tarlac市では、日本企業が開発した工

業団地が操業をしている。SCTExは、物流の効率性・利便性の向上を通じて中部ルソン地区の一

層の社会・経済発展に貢献すると共に、マニラ首都圏への一極集中の緩和に繋がるものと期待さ

れている。 

 

○調査対象コミュニティー 

調査対象コミュニティーは、Pampanga州の Barangay Mawaqueである(図 2・図 3)。当該地域

は BCDA(基地転換開発公社)の中部ルソン高速道路 SCTEx建設によって移転が発生した。また今

後のクラーク基地の周辺開発の影響を受けると考えられている。コミュニティーの規模、生計手

段、移転の影響、合意形成などの詳細については調査中である。 

      

図 2. Pampanga州          図 3. SCTExと Pampanga州の位置 



■今後の予定 

・フィリピン政府の住民移転に係る制度構築の過程を整理(ADBなどを参考に) 

・事業事例の分析によって、実施に係る機関の能力の課題を整理する 

・実施機関やキャパシティー向上に関わる援助機関へのインタビューを作成する 

・コミュニティーにいるリーダーや一般村民の社会関係の変化・心理的な影響を調べるためのイ

ンタビューを作成する。また分析手法を精緻化する。 
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